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ここに搭載したのは、拙著『旅人の時代に向かって』（2001年　新教出版社刊）のために、その第３章として書き下ろした文章です。10年前の執筆ですが、2011年3月11日の東日本大震災・大津波を受けて、福島第一原子力発電所で起こっている事態は、多くの識者から学んでこの文章にまとめた事柄によって、とうに指摘されていたものです。教会とキリスト者が、この事態を信仰の事柄としてとらえる一助にと、ここに再録します。

（2011年5月4日　筆者）　

　ベラウの文化や、フィリピン先住民族の知恵の対極に、「先進」＝収奪世界の文明がある。それは、他から奪い取って溜め込み、浪費することに価値を帰する獰猛な文化に骨の髄まで汚染されており、巨大化・肥大化・濫費化を極限まで進めてきた。そしてその到達点が「核文明」であった。
　この地点に立って、人類はこれまでに語られたいかなる宗教的な終末論よりも確実かつ現実的で、どんな地獄物語よりもおどろおどろしい、みずからの終局のプログラムを眼前に突きつけられている。それは、核戦争による地球の滅亡のプログラムであると共に、核エネルギー開発による処理不能な放射性物質の背負い込みと、回復不能な地球環境の汚染による滅亡のプログラムである。この事実を信仰的にどうとらえ、解決の道をどう探るのかが、キリスト教信仰にとっても緊急の課題となっているのである。
　１　「事実の神学」への要請
　スリーマイル島（1979年）―チェルノブイリ（1986年）と続く原子力発電所のシビア・アクシデントによって、原子力の安全神話が崩れ去り、世界の流れは原発から手を引く方向に向かっている。これに背を向けて進められてきた日本政府の核エネルギー開発政策も、1995年12月の高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故に続く、1997年3月の東海村使用済み燃料再処理工場の壊滅的な爆発事故によって、その破綻が覆いがたく露わになってきた。そのどちらの場合にも、虚偽の積み重ねによる事故隠しが日常的に行われて、ここまでその破綻の露見を引き延ばして来たに過ぎないことが同時に暴露された。原子力発電は、これまで強引に実用化が進められてきた軽水炉では収支が引き合わず、軽水炉の廃棄物に含まれるプルトニウムを取り出して高速増殖炉で燃やしてはじめて、核エネルギー・サイクルの採算がとれるはずであった。これを支えるべき炉本体と使用済み燃料再処理の両面で実用化の見通しが立たなくなった以上、核エネルギー政策全般が根本的な見直しを迫られるのは当然と思われる。にもかかわらず、青森県六ヶ所村での廃棄物処理・埋蔵基地の建設は、地元の強い反対を押し切って進められ、使用済み核燃料の搬入が計画されている。この反対運動の中心に立ち続けてきた岩田雅一牧師は、1997年の段階で次のように訴えている。（注１）
　今年から来年にかけて、青森県・六ヶ所村の危険性にとって「最大の段階」を迎える。全国の原発から「使用済み核燃料」がいよいよ搬入され、その日から現地はひじょうにキケンな状況になる。
　使用済み核燃料は半永久的に発熱し続け冷却し続けなければ臨界爆発の可能性がある。それに地震で建物にヒビが入ってそこから冷却水が抜け出れば、全体がメルトダウンし地下水に接触して地下水素爆発を起こす。施設直下に大きな落差の断層が二本走っていることが内部資料ではっきりしている。
　以上のような危険を現地に強い、住民の生活をないがしろに「核の墓場化」計画を強引に進めることは「棄民」政策だし、日本全体による辺境・少数者に対する「構造的暴力」にほかならない。したがって、けっして容認できない。
　奥羽の教会が認識しなければならないことはこのことだ。
　そして実際に、199810月、最初の使用済み核燃料が搬入され、「キケンな状態」に一歩踏み込んだ。後になって、輸送容器（キャスク）の安全性に関するデータに改竄のあったことが暴露されるというおまけ付きである。岩田氏があそこで「奥羽の教会」と言っていることは、そのまま「日本の教会」と言い替えてもよい。電灯をつけて聖書を読む者が、「日本の電力の三分の一は原子力によってまかなわれています」という宣伝に何も感じないでいることはできないはずである。もっとも、この宣伝には「だから日本の電気料金は世界で指折り高いのです」という注釈が加えられなければならないのだが、それにしても「聖書を読む」という、まったく“信仰的”な行為でも、それが夜おこなわれたら原子力発電と無関係ではあり得ず、「辺境・少数者」を危険性の「最大の段階」に置くようなシステムによって成り立っているのだという「事実」を、信仰はどう位置づけるのだろうか。
　われわれの信仰と神学は、このような事実を信仰と結びつけて問題にする思考回路――「事実の神学」――を欠落させてきた。カトリック神学は、「自然法」の理念を援用することによって、一応、「事実」を神学的に取り上げる方法論を保持してきた。しかし、そこで媒介にされている「自然」という理念そのものが、文化に規定された恣意的なものであり、媒介としての信頼性を欠いている。結果的に、この方法論は既成事実の追認と教会体制の保守化をもたらしてきたと思われる。他方、プロテスタント神学は、カトリック神学に対する批判として「自然法」理念による媒介を排除した。しかし、それによって事態はもっと悪くなり、「聖書に書いてあること」、またはそこから演繹できる事柄以外には信仰にかかわる問題として受け止められない質的欠陥を固定させてきた。神学は、現実の問題と格闘しつつそこでの生きた問いを聖書理解にフィードバックさせていくという問題意識も方法論的自覚も欠いたまま、教会の思想を誤導してきたのだと言わねばならない。
　ここで重要なのは、聖書の使信を聞こうとする者の生の座の「現場性」という事実である。人間の理解力と想像力は、その人のおかれた「場」に規定される。だから、カトリック的「自然法」理論にせよ、プロテスタント的「正統教理から演繹された社会倫理」にせよ、現場性から浮き上がった抽象的な中間項を媒介させる方法論は、初めから妥当性を欠いているのである。実は、そのような方法論そのものが、抽象的な「場」で生きてしまっている知識階級の、ひどく場違いな「現場性」の反映にほかならない。それゆえに、そこから出てくる神学は、「よきサマリア人のたとえ」の中で倒れている人のそばを通り過ぎて行った「祭司・レビ人」のような、「通り過ぎる神学」になってしまっている。ここでは神学が、状況に対して人間として敏感に反応することを妨げ、むしろ感性を閉ざす役割を果たしているのである。教会が、人類の生存にかかわるような問題に対して立ち上がりが鈍いのは、そのせいであろう。
　文明が破局に直面している現代の状況にあっては、現実の世界で起こっている人間の苦しみの問題を、その現場にあって信仰的にとらえ、それに反応していく神学、あるいは現場からの叫びを鋭く受け止め、それに応答していく神学の確立が必要とされている。聖書の読み方としては、問題の現場からの問いを直接聖書のテキストに投げかけて、行動への指針と力を引き出すような読み方が試みられなければならない。核の問題は、キリスト教も免れ難くその一部である現代文明の破局が極限に達している状況を露わにし、世界と人類に対してみずからの終局の問題を突きつけるものであることによって、「事実の神学」を確立する課題の緊急性を明らかにしているのである。
　そういう問題意識による一つの実験として、現代の核状況からの問いを聖書に投げかけ、そこでどのような使信が聞けるかを考えてみたい。
　２　文明における「罪」の問題
　まず、創世記2章～11章を文明論的な視点から読み直してみると、今日の時代が直面している「核状況」に対する重要な示唆を読みとることができる。
　創世記2章の人間創造の物語（Ｊ典）は、素朴な神話を通して人間と文明の根元を示唆する。神は「土の塵」で人間を造り、その鼻に息を吹き入れて命を与えた話に続いてこう言う。
　主なる神は人を連れて来て、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し、守るようにされた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15節）
「エデンの園」は、言うまでもなく神が作られた善き世界の神話的シンボルとして表象されたものである。それを「耕し、守る」ために人が置かれた。「耕す」というのは、自然世界を対象化してこれに働きかける行為であり、「守る」というのは働きかける対象への責任的関わり方である。これは自然世界への「ケア」という、明確な目的意識を持った活動であり、最も原初的な形での文化・文明活動を意味する。ここには、人間というものが、神に作られた善き世界の中で文化・文明的な活動をもって神の創造の業に参与する目的のために、神に造られたものだとする信仰的人間観・文明論が示されている。
　この「エデンの園」の性格をさらに特定する記述として、
　　主なる神は、見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生えいでさ　せ、また園の中央には、命の木と善悪の知識の木を生えいでさせられた。　（9節）
  　主なる神は人に命じて言われた。
    「園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは、決して食べてはな　らない。食べると必ず死んでしまう。」   （17節）
という物語が記されている。「命の木」は、豊かな自然の中で生産活動を行い、その実りを享受する、豊かに満たされた生活を現す神話的シンボルである。「耕し、守る」ことを基調とする文明においては、これは文明の「推進の機構」、つまりアクセル装置を意味する。
　これに対して、「善悪の知識の木」については、「決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう」と神が警告している。「善悪の知識」というのは、文面から受け取られやすい倫理的善悪の判断力というような意味ではなく、オリエント的な用法で、善から悪に至るすべてを知り尽くすという意味である。「善と悪の知識とは語の最も広義における全知を意味する」（注２）。文明論的には、文明の無限定・無際限の展開を指し示す神話的シンボルであると考えられる。それが禁じられているということは、人間がこの木の前で、自らの限界とこの世界の中での位置づけを自覚するためであったと思われる。すなわち、人間は、みずから処理できないもの、処理してはいけないものを認識してそれを神に返し、それに手をつけることを断念できなけれならないということである。これは文明における「断念の機構」、つまりブレーキ装置を意味する。
　人間の文明というのは、神に造られ、人間に与えられた本来の姿においては、祝福の享受としての「推進の機構」と、自己抑制としての「断念の機構」を備えたものであった。アクセルとブレーキの両方を具備しているのが文明の本来の姿であることを、この神話は物語っている。
  そういう文明の本来性における人間と自然界との関係は、「名付け」の関係であった。2章19節によれば、神は、「野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形づくり」、人のところへ持って来る。そして、人がそれぞれを呼ぶと、それがその生き物の名となったという。古代オリエントの表象世界では、名付けは支配権の行使であった。従ってこの句は、語り方は違うが、1章28節（Ｐ典）の「……地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ」に近いことを語っている（注３）。文明を持つ人間が、地を耕し、自然界を支配・管理する責任を委ねられるのである。これは、創造のパートナーとしての人間に神から委ねられた責任の大きさを物語る。ただし、しばしば誤解されるように、これは自然界に対する人間の恣意的支配権を意味するのではない。人間と自然との関係の破壊については、後述するように創世記は別の原因を考えている。
　これに対し、他の人間との間には質の異なる関係が想定されている。神が先に造られた人間（男と女のどちらが先だったかということから神学的帰結を引き出すことはできないし、してはならない）のあばら骨をとってもう一人の人間（異性）を造って連れてきたとき、人はこう言う。
　　「……これをこそ、女（イシャー）と呼ぼう
　　　まさに、男（イシュ）から取られたものだから」　　　　　　　（23節ｂ）
この語呂合わせは語源学的には根拠がないのだが、Ｊ典筆者の認識では同じ言葉である。従ってこれは「名付け」ではなく、同じ名を分け合う「名分け」である。他者性における必要にして十分な「異」と「同」の総合である「異性」という存在は、動物界・自然界に対する場合と異なり、いかなる意味においても価値的上下の関係はない。「あばら骨」（「心臓＝魂」に一番近い骨）が象徴する同一本質と、「名分け」が象徴する同等価値を共有する対等の関係である。
　こうして人間は、互いの関係性を支えあい、相互に「人―間」となるのを助け合うような「他者」をパートナーとして持ち、自然界に対する「責任的管理・支配」（ケア）の務めを担うものとして世界に置かれる。Ｊ典の創世神話においては、人間の文明が、このような対他者における「共同」と、対自然における「ケア」という本来的関係性の中に設定されているのである。
　ところが、Ｊ典はさらに続けて、この文明の本来性がどのようにして破壊されたかを語る。創世記3章1～7節のよく知られた「堕罪」の物語は、文明の退落の物語でもある。ここで、人間は「蛇」に誘惑されて禁じられた木の実を食べてしまう。これは、「断念の機構」の廃棄、すなわち文明におけるブレーキ装置の破壊である。
　ちなみに、ここに登場する「蛇」は、「神が造られた野の生き物」（1節）でありながら、人間を誘惑するという二重の規定を負っているが、これは、神との関係における人間の服従が、人格的主体性による自由な決断であるためには、「背く自由」をも、もう一つの選択肢として持たなければならないという二重性を負っていることとつながっている。「蛇」は、神に背く自由をも含む人間の人格性の持つ危険な可能性の視覚化であり、聖書の創造物語のような一元論的神話における「悪」の起源への深い省察を示す神話的シンボルである。この物語において、「神に背く」という選択をしたのは、人間の責任であり、「蛇」を造った神の責任ではない。
　このような、人間に責任のある選択において文明のブレーキ装置を破壊したために、人間の文明はアクセルだけの文明、すなわち暴走する文明になった……というのが、文明論的に見た堕罪物語の意味である。その直接の結果を、Ｊ典の物語は、
　二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はいちじくの葉をつづり合わせ、腰を覆　うものとした。　      （7節）
　
と記している。これは「衣」の起源の文化的性質を見事に描いたものである。衣服の起源は単に寒さをしのぐという生理的理由から来るだけではない。ニューギニアのダニ族男性のペニス・ケースや、アマゾン流域の裸族女性の腰ひもを例にとるまでもなく、衣服は性のタブーと関わっている。それと同様にＪ典は、「衣服を着ける」という文化的行為の直接の起源を、人間が「神に背いた」という出来事に置いている。なぜ、神に背いたら真っ先に「腰」つまり「性」に関わる部分を覆わねばならなくなったのか。恐らく、「性」は人間の基本的欲求の中で、それを満たすために本来的に他者を必要とする部分である。「腰」は人間が関係的存在であることから来る、本来的他者依存性の神話的シンボルなのである。だから、人間関係が神に造られた本来性のもとにあったときには、「人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった」（2章25節）のである。それを覆わねばならなくなったということは、この「他者依存性」を恥ずべきこととして互いに隠し合わねばならなくなったこと、つまり、相互の信頼性が破壊されたことを意味する。こうして、暴走する文明は、人間の相互不信に裏打ちされていっそう暴走の度を強められる。
　今、仮に「推進の機構」と「断念の機構」を兼ね備えた「耕し守る文明」を「文明Ａ」と呼び、「断念の機構」を廃棄して暴走する「いちじくの葉文明」を「文明Ｂ」と呼んでおくと、「文明Ａ」から「文明Ｂ」への転落の問題、すなわち文化の質の退落の問題を、創世記3～11章は提出しているのだということを見逃してはならない。Ｊ典の創造神話をこのような文化・文明の退落の問題としてとらえ直すことができれば、われわれはそこからの解放の問題を、文明のオルターナティブの問題として、すなわち文化変革の課題として、取り組みの可能性へと展開することができるのである。
　そこで、Ｊ典神話が、「文明Ｂ」の展開過程をどのように描いているかを概観しておこう。
①　もし「蛇」が人間の「自由」の問題性を象徴するとすれば、蛇に対する神の呪いの言葉、
　「お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に
　　わたしは敵意を置く。
　　彼はお前の頭を砕き
　　お前は彼のかかとを砕く」　　（3章15節）
は、人間にとっての「自由」のアンビバレントな性格を言い表したものと解することができよう。「文明Ｂ」の世界では、自由はそれ自体で自分の価値を支えることができない。常に強者の自由、奪い抑圧する自由に転落したものとして存在するからである。
②　男と女の関係に象徴される人間関係が、「共同」から「支配―隷属」に転落する。
　「お前は男を求め
　　彼はお前を支配する」　　　（3章16節）
同一本質を分け合い、名前を分け合う対等の関係が破壊されて、男が女を支配する文明に転落したという。現代まで続いている男性優位社会は、「本来性としての自然」（本然）に根拠を持つものではなく、それを破壊した、文化の変質に由来するということである。そこでは男が女を「エバ（命）」と名付ける。男が女に意味を与え、支配する文明が出発するのである。
③　人間と自然との関係が敵対的なものに転落する。
　「お前に対して
　　土は茨とあざみを生えいでさせる
　　野の草を食べようとするお前に。」　（3章18節）
大地の不毛化は、「耕し守る」ケアの関係から「壊し奪う」収奪の関係に転落した人間の文明に対する、自然の報復である。
④　異文化に対する敵対と殺戮が文明の基調となる。創世記4章1～12節のカインとアベルの物語では、「土を耕す者」である兄アベルが、「羊を飼う者」である弟アベルを殺す。恐らく農耕文化と牧畜文化の対立・迫害の歴史を背景に持つこの物語では、強者の文化による弱者の文化の侵略・蹂躙が、文明の根元に介在することが指摘されているのである。文明Ｂにとって「発展」とは、強者による侵略・抑圧の歴史にほかならなかった。
⑤　報復の原理が文明の生存を支える防衛手段となる。創世記4章13～24節では、自分の土地を追放されて地上をさすらう者となるカインが、安全の保障を神に求めたとき、神は「七倍の復讐」のしるしをカインにつけたという。文明Ｂにおいては、異文化との出会いにおける安全の保障は、愛と信頼によってではなく、報復の威嚇によって維持されるというのである。しかも、カインから七代をへて牧畜（農業）・芸術・工業という、狭義の「文明」が始まったとき、「七倍の復讐」は「七十七倍」に拡大する。これはほとんど無限大の拡大であって、足を踏まれたら殺してしまうというやり方に等しく、事実上の「先制攻撃」である。文明Ｂの世界では、報復による「抑止」の理論はかならず「先制攻撃」の理論に発展する。かつて、米ソの核軍拡競争が「抑止」を口実としつつ結局「先制攻撃」技術の開発に至りつくほかなかったのは、このカイン伝説がつとに提示していた洞察であった。
⑥　創世記神話によれば、文明Ｂは結局滅亡の運命を迎える。創世記6章～9章のいわゆる「ノアの洪水」の物語は、古代人の世界像に基づいて展開した、切実かつ現実的な世界終末の物語である。ここには、われわれの文明の滅亡のプログラムが、素朴な形で展開されているが、今日のわれわれは、これよりはるかに現実的な世界の終わりのプログラムを提示することができる場に立たされている。
⑦　洪水を生き延びた人間は、文明Ａの回復をはかる代わりに、文明Ｂのいっそうの強化を求めてバベルの塔を築く（創世記11章）。つまり、神と自然世界に対して敵対的な科学技術を発達させる。創世記は、「バベル」の結果として諸言語・諸国家が分立して行ったという結論をもって、創世神話を閉じるのである。
　　　
　３　「罪」の結実としての「核」
　Ｊ典を軸として展開されている聖書の創世神話を、現代へのメタファーとして読むとき、そこに提示されている罪の文明（文明Ｂ）が、正に「核文明」という形でその終わりに直面しているのであることが理解できる。核文明の後にくるものはもうないからである。そこでは、「食べると必ず死んでしまう」（創世記2章17節）と警告されたことが現実となっている。それと共に、「決して死ぬことはない」（同3章4節）という蛇の誘惑の言葉もまた、数多くのマスメディアや御用学者・御用預言者の口を通して語られているのが見てとれる。われわれは、事実を見分け、蛇の誘惑と神の警告とを聞き分けることが必要である。
　われわれが到達している核文明の終局性を証示する代表的な事実を見ておこう。
（一）　核兵器
  核兵器とその運搬手段が極限まで発達したことにより、核戦争による地球の滅亡が絵空事ではなくなったという状況が、マヒしていない感性で受け止められる必要がある。かつて冷戦時代に、米ソ二大勢力が核軍拡競争を繰り広げていたとき、両者の核兵器開発の論拠は「核抑止理論」であった。相手より強い核兵器を持つことによって、相手側が報復を恐れて核兵器を先に使用することを抑止できるという理論であった。しかし、スパイ衛星の発達によって相手方ミサイルの地上発射基地が完全に把握され、誘導型多核弾頭ミサイルの開発によって、複数の標的にピンで刺すほどの精度で命中させることができるようになったとき、様相は一変した。先に核攻撃を仕掛けて相手方のミサイル基地を全滅させた方が勝つ、先手必勝のにらみ合いとなった。西部劇の「真昼の決闘」さながらの、一瞬でも先に抜いて撃った方が勝つ場面だった。地上のミサイル基地が有効性を失ったため、核ミサイルを装備した原子力潜水艦を海底に配置し、一隻でも生き残れば核報復ができる体制を作る。その敵原潜を追尾する原潜、それを追尾する原潜、さらに敵原潜の所在を完全把握する海底探知網を整備する。また、核ミサイルを装備した爆撃機群を常時滞空待機させる……といういたちごっこの中で、1984年には、アメリカの『原子科学者雑誌』（The Bulletin of the Atomic Scientists）が掲げてきた「終末時計」が、破局の「三分前」を表示する一触即発の危機に至っていた。
　冷戦の終焉に伴う二次にわたる戦略兵器削減条約（START　I，1991.　START　II,　1993）によって、締結前の1990年段階で米ソ併せて2万3千900発を数えた戦略核弾頭数は、2000～2003三年までに6000～7000発まで減らすことが合意されており、世界規模の核戦争の危機はひとまず回避されたように見える。しかし、他方、核弾頭の解体によって取り外されるプルトニウム管理の問題、核弾頭の小型化による戦術核兵器の拡散の問題、圧倒的核戦力をバックにした米国による一方的支配を嫌う中国やフランスによる核兵器開発の問題、政権の維持や勢力拡大のために核武装を求める勢力の存在の問題など、むしろ問題は多様化してコントロールしにくくなっており、偶発的な核戦争の危機が去ったわけではない。（注４）　とりわけ、1998年5月の世界を震撼させたインドとパキスタンの相次ぐ核実験は、局地的対立における核戦力による威嚇競争が、核戦争へと暴発する危険を現実のものとした。ＣＴＢＴ（包括的核実験停止条約）が、核戦力の寡占体制の固定によって平和を維持しようとする核大国の身勝手を許したことへの手痛いシッペ返しであった。1994年末現在で4万5千発余（注５）と言われる、世界の人口を何回も皆殺しにすることのできる大量の核弾頭が保有されている現実をどう変えていくかが、まず問題にされなければならないであろう。
　これに対して、核兵器禁止運動は、表面的な危機感の後退に伴ない、かつてのエネルギーを喪失しているように思われる。1982年の国連軍縮特別総会に向けて、全世界的な反核運動の盛り上がりの中で、日本の核兵器禁止運動も、党派的対立を越えて統一に向かう動きを見せた一時期があった。当時、私自身も一牧師として被爆者の実態調査に参加し、また、日本キリスト教団社会委員会を代表して、何回か世界大会のプログラムにも参加した。それがきっかけとなってベラウの反核運動と出会い、ベラウを訪問する機会をも得たのであった。しかし、その後運動は再び政治的勢力による運動支配の強化により、一般市民の参加できる場が失われて行った。結局、被爆者の悲願である被爆者援護法の制定も実現できないまま、分裂と弱体化の道をたどってきたのが現実である。
　核兵器により、人類がみずからの終わりを手中にしたという事実は、キリスト者の信仰にとって重い意味を持っている。それは、「終末」を神の手から簒奪する、バベル文明の極限を提示する出来事だからである。従って、核兵器廃絶の闘いは、すべての宗教にとっての課題であるのはもちろんだが、とりわけキリスト教にとって信仰の根幹に関わる問題であると思われる。
（二）　原発事故
　スリーマイル島（ＴＭＩ）―チェルノブイリと続いた原子力発電所の事故は、発電用原子炉といえども形を変えた原爆にほかならず、一基ごとに地球規模の危険を抱えているという事実をわれわれの目の前に突きつけた。
　ＴＭＩの場合は加圧水型軽水炉で、蒸気発生器に二次冷却水を送る主給水ポンプが停止し、これに補助給水系弁が閉めっぱなしになっていたことが重なって、一次系の冷却ができなくなり、炉心を直接冷却する一次系の温度と圧力が上昇し、圧力を逃す弁が開いたが、これが故障で開き放しになったため、一次系の冷却水がそこからもれて炉が空だき状態になった……というものである。炉は緊急停止し、緊急冷却用の水が炉心に送り込まれたが、水位計の表示が不適切だったので運転員が水の流量を絞り過ぎ、冷却されず過熱状態になった炉心が溶融（メルトダウン）を起こし、燃料の七〇パーセントが熔けて二〇トンの燃料が炉の底に崩れ落ちたという。放射能が強すぎてすぐにはカメラを入れることもできず、事故から8年ほど後になってようやく実態が把握できたもので、「もし運転員が炉心で何が起こっているかをそのときに知っていたら、逃げ出していたにちがいない」と言われるような事故だった。炉心の完全なメルトダウンや大きな水素爆発という最悪の事態に至らなかったのは幸いであって、「それは奇跡的によくあそこで止まったといえる事故」であったという。（注６）
　ＴＭＩ事故は、「原子炉のメルトダウンといった大事故が起こる可能性は、隕石が人間の頭上に落ちるのと同じ程度で、深刻な危険性ではない」（注７）と楽観していた関係者に衝撃を与えた。この事故をふまえて行われた米国の研究（1982年）では、深刻な炉心損傷事故のおこる確率は222～528炉年に一回であるとされた（注８）。これは、51基の原発が稼働している（1996年12月現在）日本では、4～10年に一度の割で起こりうるということである。また別の研究が、米国で稼働中の91基の原発（1982年当時）のそれぞれについて、事故の場合の死傷者・損害額を試算したところによれば、最悪のケースでは即死者（早期の死者）が10万人に達し、損害額は3000億ドルを超えるという（注９）。これは日本の国家予算の半年分に近い損害ということになり、当事国の経済そのものを破綻させるに十分である。
　しかし、世界の原発推進勢力はこの事故の教訓から学ぼうとはしなかった。とりわけ、他のヨーロッパ諸国の発注がほとんどゼロになるのを尻目に、旧ソ連・フランス・日本の三国が新規発注を続ける中で、7年後にチェルノブイリ原発の大事故を迎えることになる。
　チェルノブイリ原発4号炉の事故は、大量の放射能を大気中に放出し、広くヨーロッパ一円で汚染が観測されたため、ソ連当局の強い情報統制にもかかわらず世界に知られ、その汚染の重大さによって世界を震撼させた。しかし、最も悲劇的だったのは、最大の汚染地帯である地元のウクライナやベラルーシ（当時白ロシア）で、緊急の避難や被曝対策がとられなければならなかった人たちに対し、ソ連中央政府によって情報が隠され、膨大な数の人々が何も知らされないまま汚染・被曝の犠牲にされたことである。（注10）
　チェルノブイリ型の原子炉は、「黒鉛減速チャンネル型炉」と呼ばれ、減速材に黒鉛を用いている。黒鉛ブロックの中に1600本もの圧力チャンネル管が通っていて、この中に燃料棒集合体が置かれ、その周囲を冷却水が流れるようになっている。核分裂反応を止める制御棒は、ホウ素でできているが、その先に黒鉛の詰まった棒をワイヤーで冷却水の中にぶら下げる構造になっており、本体を引き揚げると黒鉛棒が炉の中心部に上がって来て水よりも反応を促進し、効率を上げる効果を持っている。事故は、1986年4月26日午前1時過ぎ、定期点検のため炉を停止させるに先立ち、低出力でのひとつの実験を終わって炉の緊急停止スイッチをまわしたところ逆に出力が急上昇し、炉が暴走して爆発を起こしたというものである。当局は当初、この実験中に犯された運転要員の規則違反とミスによるものとしてきたが、ソ連崩壊後の1991年に出された報告では、むしろ制御棒の構造的欠陥にあったことが明らかにされた。つまり、緊急停止のため一斉に制御棒を下ろすと、先端にぶら下げた黒鉛棒が炉の下部の水を排して下がっていき、この部分で逆に反応を促進し出力が上がる構造になっていたということである。また、この原子炉は、低出力で運転すると冷却水の中に蒸気が発生して泡ができ、水の容積が減って核反応が高まる欠陥があったことも明らかにされた。この二つが重なって暴走事故になったということである。
　事故発生直後、事態を正確に把握した者はだれもいなかった。稼働中の一、二号炉を停止し、周辺地域の立ち退き、市民に窓を閉じて室内にとどまるよう警告することすら行われなかった。ソ連政府責任者は、市民の避難のため1200台のバスを用意した地元政府責任者に対し、市民をパニックに陥らせると怒っている。爆発した原発からわずか2.5キロのプリピャチ市民4万5千人が避難を始めたのは、事故から36時間たってからだった。この事故によって汚染された土地に住み続け、汚染された食糧を食べ続けなければならない人々は、日本本州の57パーセントの広さに当たる13万平方キロに住む500万人に上る。事故後、原発から半径30キロの圏内から避難した人13万人、1991年のソ連最高会議決定で避難が行われた人27万人。多くは農民であった。
　事故後10年余が過ぎ、被曝者の健康被害が明らかになってくる。とりわけ、14才以下の子どもの甲状腺ガンの発生が顕著になり、汚染の激しい地域では発生率が以前の百倍に達した。しかし、「事故による被曝の結果、汚染地帯に生きる人々の身に何が起こったのか――それを知るためには、われわれはまだまだ長い時間を必要としているのである」（注11）。
　この事故の経過を見ると、人間性への犯罪が二重三重に犯されていることが明らかになる。第一に、このような構造的欠陥を持った原子炉が、ノーチェックで稼働させられるという核エネルギー開発の体制そのものが、すでに犯罪である。これは旧ソ連という政治体制の問題であるだけでなく、他の原発保有国についても問題は共通している。第二に、事故の事実が情報管理によって封じこめられ、被害を拡大させた。これは、国家権力の威信や、核開発競争体制の維持や、その先端に立つ担当政治家や科学技術者などのメンツ、業績、地位への固執が、安全や人間の生命への配慮に優先させられたものであり、核開発体制に共通する良心性の欠落を証示している。第三に、この巨大事故の被害者たちは、補償らしい補償を期待できない。直接の被曝者はもちろん、ヨーロッパ一円から日米にまで及ぶ放射能汚染の被害を、不十分ながらでも補償することは、仮にソ連が存続していても不可能だったろうし、現在のロシアにも不可能であろう。日本でも、原発事故の保険金額は300億円を限度としており、それ以上は電力会社の責任であるが、結局は国が後始末を引き受ける体制になっている（注12）。とすれば、被害は直接にせよ間接（税金を通して）にせよ、被害者自身が償うことになる。これは、事実上の無責任体制と言うほかないであろう。
　これら二つの事故の直接の延長線上に、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故と、動燃東海再処理工場の火災・爆発事故がある。チェルノブイリ原発事故以後、世界各国が原発から手を引く流れの中で、世界で唯一、日本は事故の同年に原発の新規着工に踏み切り、以後16基の原子炉が新たに運転を開始している（注13）。
　「もんじゅ」は、日本政府の原子力政策の中で、原発の使用済み燃料からプルトニウムを取り出して再利用し、その過程でプルトニウムを「増殖」させていくという、「核燃料サイクル」の要に位置づけられていた。しかし、高速増殖炉の危険性は、軽水炉をはるかに超えており、原爆により近い炉だといわれる。（注14）  すなわち、燃料が猛毒のプルトニウムであり、高速の中性子を使って増殖効果を出すために、冷却剤として減速効果の少ない金属で、液体にしやすく、重すぎず、高価過ぎない、という条件を満たす金属ナトリウムを使わなければならず、また暴走の危険が軽水炉とは比較にならないほど高いからである。
　暴走について言えば、燃料棒が変形したり、壊れたり、燃料が欠けて燃料棒との間に挟まったりした場合、軽水炉のようにそれらのトラブルが反応を止める方向に作用するのでなく、反応を加速させるので、たちまち暴走して炉が原爆そのものに急変してしまう。また、ナトリウムが沸騰して泡を出した場合にも反応が促進され、暴走につながる。これは高速増殖炉が、日本で使われている軽水炉と違って、チェルノブイリ原発と同じ暴走の危険の高い構造上の問題を抱えているということである。
　金属ナトリウムの問題は、水と激しく反応する、高温時に空気中で燃える、コンクリートと激しく反応する、それ自体が強い放射能を持つようになる、皮膚に触れたり吸入されたりすると体が侵される……などの厄介な性質を持っていることである。放射能を遮断するため、炉心からの熱を伝達する一次冷却系と、中間熱交換器を介して蒸気発生器に熱を伝達する二次冷却系という、加圧水型軽水炉と同様の複雑な構造をナトリウムで作らねばならず、さらにナトリウムから水に熱交換して蒸気を発生させる三次冷却系が必要になる。とりわけ、二次系と三次系が接する蒸気発生器では、ナトリウムと水とが細管の薄い皮膜を介して熱を交換することになる。軽水炉でもこの細管が腐食して穴が開き、一次系の放射能が二次系の冷却水にもれる事故がしばしば起こるが、高速増殖炉では、これが起こったらナトリウムと水が激しく反応してたちまち炉を破壊する。設計上も、材質上も、施工上も過酷な条件が課せられているのである。
　1995年12月8日に起きた「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故は、二次系のナトリウム配管の中に設置されていたモニター用の温度計の一本が折れてそこからナトリウムがもれたというものである。その際、ナトリウムが空気中の酸素や水素と激しく反応し、ナトリウムがコンクリートと反応するのを防止するために敷いてあった床の鉄板をも溶かしていた。もう一歩進めば、鉄板に穴があいてナトリウムとコンクリートが反応し、水素爆発を起こすところだった（注15）。 事故が想定外のところで起こり対応が遅れたこと、事故に引き続いて情報隠しや意図的情報操作が行われたことなどの点で、「もんじゅ」の事故とチェルノブイリ事故とは共通している（注16）。両者の違いは紙一重であって、チェルノブイリは事故の段階が最悪の「七」だが「もんじゅ」のは「ゼロ・プラス」だ……などと言っていられる状況ではない（注17）。  
　高木仁三郎氏は、チェルノブイリ事故後間もない時点で重要な原発事故の比較分析を行い、次の五点を共通点として上げているが（注18）、これは「もんじゅ」の事故の場合にも例外ではないであろう。
①　事故は筋書き外のことでおこる
原発の安全審査が想定している事故・トラブル以外の、むしろほんのささいな、しかもごくありふれた事象から事故が生まれたり拡大したりし、その展開に装置や人間が対応できないで大事故へと進展している。
②　事故は連鎖を呼ぶ　
大事故の経過で、考えられないようなトラブルが次々に起こる場合、それは相互作用性による連鎖であって、個々の事象が独立して偶発するのではない。だから、事故の起こる確率は、個々のトラブルが起こる確率を掛け合わせた総合事故確率で算定することはできない。実際には、はるかに高い確率で事故が起こっているのであって、ここには数字のごまかしがある。
③　事故は日常から生まれる
日常的な運転管理、管理者・運転員の慣行・心構え、その時点での社会環境など日常的な要因が事故の連鎖反応を誘発する。とりわけ、経済性を優先させた無理な運転、慣れからくる日常的な管理のずさんさなど、原発の置かれた社会的位置から不可避な要因が絡んで、小さなトラブルを引き金に大事故が発生する。
④　事故時には人間が決定的役割を演じる
大事故の多くが人為ミスに帰せられがちだが、実際の事故では人間はむしろ事故を食い止める役割を果たしている。数多くある事故の先駆け的事象に人間が気づいて食い止めた場合に大事故を防ぎ得ている。これは人為ミスの問題ではなく、人間が事故時に決定的役割を担っているということであり、原発のような巨大かつ複雑極まる危険施設にあっては、これは恐怖以外の何ものでもない。　
⑤　事故には背景がある
事故の原因は単に技術的なものではなく、きわめて複合的であり、原子力産業の社会・政治・経済的あり方全体を含む構造的背景の中で起こる。産業としてのあり方そのものの無理が、事故を生む背景にある。　
　
　核エネルギー開発は、回復も補償もできない危険性、しかも組織・技術・社会構造のいずれから見ても回避不能な大事故の危険性を引きずったまま、強引に進められている。これを「エネルギー問題」と天秤にかけるのは、人の命を燃料にしてでも浪費を維持しようとする思考にほかならない。そこを支配しているのは、人を踏みにじることを意に介しない利潤追求の、あくなき野望と弱肉強食の論理であり、被造世界への畏敬と責任を欠落させた人間のおごりである。この事実は宗教にとって避けて通れない問題のはずである。
（三）　放射性廃棄物
　仮に原発事故が起きないという、事実に反する仮定を立てたとしても、核エネルギー開発を進める限り、そこから発生する放射性廃棄物の問題を免れることはできない。
100万キロワットの軽水炉は一年間に3パーセントの濃縮ウラン燃料27トンを消費し、プルトニウム約200キログラム、約1トンの放射性核分裂生成物、約26トンの燃え残りウランを発生させる。プルトニウムは、「地獄の王」の名前をとって命名されているとおおり、この世で最も毒性の強い物質のひとつと言われる超猛毒物質であり、1グラムで一般人40億人の年間摂取限度になる。原発一基から一年間に発生する放射能（死の灰）は、2000兆人分の許容量に当たる計算になるといわれ、これは、地球上の人類を何回も殺せるほどの放射能量である。（注19）　
　現行の核燃料サイクル計画では、再処理で取り出したプルトニウムを高速増殖炉で燃やし、さらに多くのプルトニウムを再生産しながらサイクルを回して行くはずであった。しかし、その要である「もんじゅ」の事故で見通しが立たなくなり、かわりに混合酸化物（ＭＯＸ）として通常の原子炉で燃やそうというプルサーマル計画も、技術面だけでなくコスト面、管理面でも余りに多くの困難を抱えている。（注20）　日本のプルトニウム保有量（核分裂性プルトニウム換算）は、国内に約3.3トン、海外在庫が約8トン、合計11.3トンになる。1994年から2010年までの間に、海外再処理工場から返されてくる30トンを含め、70～80トンのプルトニウム供給が見込まれるが、（注21）「もんじゅ」がとん挫した今、ＭＯＸ炉などで使い切ることは不可能だから、今後、原子力発電と再処理が続く限り、プルトニウムの貯蔵量は増加していくほかない。（注22）　放射能の半減期はプルトニウム239で2万4千年、冷却し続けなければ発熱し臨界に達して爆発する、わずか数キロで核爆弾が作れるというこの猛毒物質を、どのようにして安全に「貯蔵」するのだろうか。
  その前に、使用済み燃料の再処理・保存・廃棄過程そのものの見通しが立っていない。使用済み燃料の再処理は、現在の動燃東海再処理工場の能力では、全発生量の一割程度しかこなすことができず、イギリス（セラフィールド）とフランス（ラ・アーグ）の再処理工場に委託してきたが、これも契約分の残りはわずかとなっている。　各原発がそれぞれの敷地内に所蔵している使用済み燃料などの貯蔵量は、近い将来に容量をオーバーし、パンクすることが避けられない。原発が「トイレのないマンション」にたとえられる所以である。（注23）
　再処理の工程も、使用済み燃料棒の冷却―切断―溶解―抽出という各工程で、実用に耐え得るだけの技術が確立されていないことから来る無理、困難と危険を伴ない、またそれぞれの工程が大量の気体・液体・固体の猛毒性放射性廃棄物を発生させ、その一部は直接、大気や海洋の環境中に放出される。（注24）
  1997年3月の東海再処理工場の爆発事故は、再処理過程の抱える危険性を実証するものであった。事故が起きたのは、再処理の各工程で排出される「低放射性」（実際には中・高レベル放射性）の廃液を、アスファルトと混ぜてドラム缶に固化する施設である。充填室内は高い放射線のため、遠隔操作で充填をおこなっているが、充填を終わったドラム缶から火災が発生した。警報により手動でスプリンクラーを作動させて、鎮火したものと誤認していた充填室が、約10時間後に大音響と共に爆発して、厚さ10センチの鉛ガラスにひびが入り、建物の窓ガラスが粉々に吹き飛び、鋼鉄製のドアや、重さ20キログラムの台ばかりなどが屋外に吹き飛んだという。この事故で、合計37人が被爆し、放射能汚染は関連四施設に及んだ。環境への放出放射能も、通常時にくらべ、α核種で8倍、β核種で2000倍に達した。（注25） この事故は、決して孤立した偶発事故なのではなく、すでにセラフィールドやラ・アーグで、また東海で繰り返されてきた、放射性物質・廃液漏れ、冷却系の故障による高放射性廃液タンクの沸騰、溶解槽の穴あき事故など、引き続く事故の重大化したものに過ぎない（注26）。
  「もんじゅ」に続くこの事故で「動燃」（動力炉・核燃料開発事業団）は「核燃料サイクル開発機構」に改組せざるを得なくさせられたが、核燃料サイクルそのものが断念されたわけではなく、「動燃」の実体もなくなっていない。ここでも、日本の政府と原子力産業は、事故からの警告を聞くことを怠っている。
　さらに問題なのは、再処理後の生成物・廃棄物の行方である。高レベル廃棄物のガラス固化体の製造時点での放射能量は約15000兆ベクレル、西尾漠氏の表現を借りれば、これに15秒間抱きついたとした場合の被曝量は50シーベルトで、2日以内に100パーセント死ぬ量だという。110万キロワットの原発を一年間稼働させた後の使用済み燃料を再処理してできる高レベル廃棄物は、このガラス固化体にして30本分。海外に再処理を委託して送り返されることが決まっているものが3000本、その最初の分28本が、1995年フランスからパシフィック・ピンテイル号によって青森県六ヶ所村に運び込まれた。（注27）　  また、1998年3月には、60本がパシフィック・スワン号によって、青森県知事による接岸拒否というカラ騒ぎの後、搬入された。ガラス固化体は、30年～50年の貯蔵で放射能・発熱量共に一ケタ低くなるというが、まだ捨てられるレベルではない。固化体表面での放射線量が低レベル廃棄物並になるまでには30年くらいの期間がかかるという。固化体を構成するホウケイ酸ガラスやステンレス容器の特性からして、地下に埋蔵された場合、これが放射線や発熱、地下水の作用などに耐えて1000年間放射能を閉じこめられるとは考えられない。（注28） そしてその先は、だれも保障できないのである。
  旧ソ連で再処理工場が置かれていた秘密都市オジョルスクで、1957年に「ウラルの核惨事」と呼ばれる大爆発事故が発生した。高熱の発生する高レベル放射能廃液貯蔵タンクで、冷却用の配管に漏れが生じて冷却がうまく行かなくなり、爆発しやすい化学物質が廃液の表面に出てきたのが原因と言われる。吹き上げられた放射能で1000平方キロの地域に人が住めなくなり、1万人以上の人が避難、30近い村がなくなり、今も200平方キロの地域が立ち入り禁止になっているという。この事故は、1989年に公表されるまで32年間隠蔽されてきたが、この事実は、単に旧ソ連の政治体制の問題にとどまらず、核開発そのものの無理を覆い隠す秘密主義の本質を暴露すると共に、廃棄物処理・貯蔵の危険性を実証するものである。（注29）
　低レベル廃棄物と呼ばれるものの問題も、決して小さくない。放射性廃液を濃縮固化したもの、浄水系の使用済みフィルター、紙布類を圧縮・焼却したものなど雑多な固化物は、ドラム缶に詰めて貯蔵される。これには表面線量レベルが数分間で一般人の年間被曝線量限度を超えるものも含まれている。 1995年度末で全国の原発が保管する固化体廃棄物は51万3千本余、全貯蔵設備容量の60パーセントを越えている。ここでは、「極低レベル」と呼ぶものを一般廃棄物並に扱う、スソ切りの法改定や、上限値制限がないか、あってもチェックしようのない体制で発生量を押し下げるごまかしが行われているが、それでもその行き詰まりが目に見えている。（注30）
　このような問題を抱えた核燃料サイクルのしわ寄せを、過疎地に押しつけたのが、青森県六ヶ所村の核燃料サイクル基地である。これは、①ウラン濃縮工場、②低レベル放射性廃棄物埋設センター、③再処理工場、④廃棄物管理施設の「四点セット」をここに設置しようとするものである。以下に、主として高木仁三郎氏の指摘しているところにより、問題点を要約してみよう。
　①のウラン濃縮工場は、濃縮ウランの受給見通しから見て不要であり、これが計画に含められた本当の理由は、他の三点が廃棄物に関わるダーティーなイメージを持つので、何がしか生産工場のイメージを持った施設を作って地元の労働力を吸収し、プラスのイメージを出そうとしたものであろうと見られる。（注31）
  ②の低レベル廃棄物埋設センターは、「貯蔵」という名目で実際は「埋設処分」つまり埋め捨てにする施設である。地下6メートルに設置されるコンクリートの箱に20万本とも30万本とも言われる「低レベル廃棄物」のドラム缶を埋めて処分するものだからである。この場合、「低レベル」というが、通産省の区分では、「低レベル」の限度はドラム缶1本（200リットル）当たり200ミリキューリーとなっており、これは何十～何百万人もの摂取限度になるもので、決して低レベルではない。しかも、事業主体の日本原燃産業株式会社が提出した申請書に示されている濃度は、その46.7倍になるという。また、地下水位の高い地域で含水比の高い岩盤に設置されるため、配水管や人が通れる点検路を設けなければならなくなった。これは水漏れが起こって放射性物質が混入する場合に備えての対策のはずだが、実際にそれが起こったら「点検路」は人の通れる場所ではなくなる。これでは地下水が汚染される危険は防ぎようがない。地域住民は、「300年」といわれる管理期間中もその後も、末代までにわたって施設から漏れ出る微量放射能による日常的被曝、地下水の汚染による被曝、事故の際の大量被曝の危険にさらされ続けることになる。この施設には1996年の時点で7万5千本のドラム缶が埋め捨てにされている。（注32）
　③の再処理工場は、全国の原発から発生する使用済み核燃料を再処理して、ウランとプルトニウムを他の核分裂生成物などから分離する施設である。完成すればここで年間800トン、日本で稼働する全原発をほぼカバーする、年間3000万キロワット分の使用済み燃料を処理する計画であり、放射能の集中量から言えば、最大級の原発でも比較にならない。技術的にも、数キログラムまとまると臨界に達するプルトニウムの臨界管理の問題、155度（摂氏）で爆発するレッドオイルの生成の問題、過熱した硝酸溶液を使う溶解槽の腐食の問題など、クリアーしきれていない問題が複合しており、事故の危険は原発以上に高い。大事故の際の被害も原発の比ではなく、六ヶ所で大事故が起こったら、風下に当たれば東京での全身被曝が一般人の年間被曝線量限度の100倍の100ミリシーベルトに達し、全員避難の対象になる。日本の人口の大半を占める東京以北の本州北半分の住民を受け入れる避難場所があるのだろうか。まして、1シーベルト被曝地域に入る青森県一帯の被害ははかり知れない。そのような大事故を想定するまでもなく最大の問題は、環境への放射能の放出量の大きさである。年間放出規制値を出力110万キロワットの東海第二原発と比較した場合、六ヶ所再処理工場（申請）は、気体で235倍、液体で2倍などとなっている。六ヶ所村施設全体の放出する放射能による住民の被曝線量評価は、申請書の数字の合計では0.044ミリシーベルトで、原発周辺の住民の被曝上限とされている0.05ミリシーベルトの範囲内に留まる数字になっているが、計算フローの各因子の不確かさを高めに評価していくと700ミリシーベルト（年間被曝量限度の700倍）に達する。（注33）
　④の廃棄物管理施設は、高レベル廃棄物の貯蔵施設である。ここでも「貯蔵」といいながら、最終処分地の見通しは立っておらず、なしくずしに最終処分場にされる危険が多分にある。当面、海外に委託して再処理された高レベル廃棄物のガラス固化体1440本が保管されることになっているが、再処理工場が稼働して年間800トンの廃棄物を処理するようになれば、年間800本の固化体が集積されることになる。実は、③の再処理工場の計画も、個々の原発では保管のむずかしい高レベル廃棄物を、とりあえず六ヶ所村に持ち込むためのものと見られ、1996年段階で工事全体の一割程度しか進んでいないのに、使用済み燃料の受け入れ施設だけは100パーセント近くができあがっている。ガラス固化体そのものの弱点、ステンレス容器（キャニスター）の腐食、換気冷却の確実性の問題、収納される岩盤の安定性の問題など、何万年も先の安全性までだれも保障できる段階ではないまま、六ヶ所村の人々は、核エネルギー・サイクル最末端の、最も厄介な問題を押しつけられようとしているのである。
　なぜこのような、住民を犠牲にする施設を、地元の地方権力が「誘致」しようとするのだろうか。当時の青森県知事は、本州の最北端に位置して厳しい自然的・地理的条件下におかれている下北半島の開発を企てたが、むつ小川原巨大開発が挫折し、これにより破産寸前になった開発会社の救済と自分の政治的延命のため、核燃施設という一兆円事業にとびつき、あわせて新幹線の盛岡以北早期着工という見返りをねらたものだ、と岩田氏は分析している。同氏は言う。（注34）
　「核燃料サイクルの立地は、青森県の後進性、貧困、過疎、出稼ぎとそこからの脱出を常に『開発』に求めた政治、開発第一主義の県政の帰結と言えようか。いわば中央直結・財界指導型の県政、圧倒的保守優勢の地盤であって、国策なら何でもどんな危険なものでも受け入れてしまう政治構造、またそれを支えている政治意識と、六ヶ所村むつ小川原『開発』地域という地域の抱えている事情があってのことである。」
　ここには、弱い者、小さい者を踏みにじって肥大化していく現代文明の罪悪が、その構造を露わにさせている。地方、とりわけ僻地を置き去りにして「発展」を遂げておきながら、教育やメディアなどを通して、取り残された地域の住民に「発展」幻想を誇示し渇望させる。それを餌にして自分たちの地域には絶対に持ってこない施設を押しつけ、二重三重に浪費文化の維持の犠牲にしていくやり方である。もし「罪」という神学的概念に出番があるとすれば、まさにこのような構造こそが罪なのであり、これとの取り組みなしに「悔い改め」を論ずるのは空疎であろう。
（四）　放射能汚染
　最後に、原発の安全性に関する根本的な問題が指摘されなければならない。それは、事故や廃棄物の問題以前の、原発の存立そのものに関わる問題である。すなわち、いかなる核エネルギー施設も、微量の放射能を環境に放出することは避けられない。それでも「安全」だとされてきたのは、二つの神話に支えられてきたからである。それは、
　①自然界にも放射能は存在する
　②放射能は微量なら害はない
というものである。これを結びつけた三段論法の帰結として、「自然放射線程度あるいはそれより少ない放射線量が人為的に加えられても影響があるとは思えない」（伊方原発設置取り消し訴訟での国側の主張）（注35）という、原発推進の大前提が出てくるのである。だが、この論法には重大な誤りが含まれている。市川定夫氏の指摘にもとづいて、それを明らかにしてみよう。（注36）
 eq \o\ac(○,1)に関する誤りは、生物の進化や適応の問題を忘れたことである。たしかに自然界にも放射能は存在する。しかし、自然放射能は生物体内で蓄積されることはない。なぜなら、現存する生物は自然に存在する放射能の中で生き、進化してきたからである。進化の過程で、自然の放射能を体内に取り込んで蓄積するような生物は滅んでしまい、蓄積しない生物だけが適応種として生き延びてきた。だから自然放射能は現存する生物体には影響を与えないのである。ところが、核反応の結果生ずる人工の放射性核種に対しては、そのような適応の機会がなかったため、生物は無選択に体内に取り込み、蓄積する。たとえば、ストロンチウムはカルシウムと科学的性格が似ていて、動物の骨の中に入って蓄えられる。天然のストロンチウムは放射能を持たないので害はないのだが、核反応によって作り出される放射性のストロンチウム90が骨に入って蓄積されると、半減期28年のこの物質は、ほぼ人間の一生に該当する期間、細胞レベルの至近距離から被曝を与え続ける。核開発の推進者たちは、生物体に対する自然放射能と人工放射能との影響の根本的違いを忘れているか、恐らくは意図的に覆い隠しているのである。
  ②に関する誤りは、「許容被曝線量」という考え方によって、一定量までの被曝を正当化していることである。日本の法令では、一般人の年間被曝線量限度（全身）は、１ミリシーベルト（通産大臣が特に必要と認めた場合は５ミリシーベルト）となっている。しかし、年間1.7ミリシーベルトで当代のガン死、次世代以降での遺伝病・遺伝的欠陥が発生する危険があるという報告が出されている（注37）。また、ムラサキツユクサの雄しべの毛の細胞の突然変異数を調べる実験では、7～2.5ミリシーベルトで突然変異率が上昇することが報告されている。「1ミリシーベルト」が「安全」と言えるのかどうかは問題であろう。1975五年に行われた浜岡原発周辺でのムラサキツユクサによる実験調査では、同原発の試運転中の風下方向で突然変異率の有意な上昇が観察された。そして、静岡県の公表したデータを分析した結果、この期間中に環境放射線量がガンマ線だけで年間0.075ミリシーベルト増加していたことがわかった。これは原発周辺の公衆に対する線量目標値の年間0.05ミリシーベルトを大幅に越えていたが、ムラサキツユクサの雄しべの毛で観察された突然変異率から推定される実際の被曝量は、1.5～3ミリシーベルトに達している。環境放射線量と生物体の実際の被曝量との間には、20～40倍の開きがあることになる。これは、放射能が生物体内に取り込まれた場合、ベータ線のように飛距離の短い放射線でもミクロのレベルの距離で大きな影響を生じ、またヨウ素131のように植物中に350万倍　～1000万倍に濃縮されることにより、機械的測定では考えられないような大きな被曝線量に達するからである。さらに、生体濃縮は食物連鎖によって繰り返され、最終的に人間の体内に取り込まれるときには、被曝線量はもっと大きな数字になる。
　人工放射能は機械的測定でどんなに微量でも、生物体内に取り込まれれば大きな被害を生じる。従って、人工放射能には「安全」という閾値はないのであり、発生させられた限りにおいて、何万年にもわたって地球環境に悪影響を残す。自分たちのエネルギー浪費のために子孫だけでなく地球全体の生命の安全を食いつぶすことは許されない。これは、キリスト教にとって、創造信仰の根幹に関わる問題なのである。
（五）　労働者の被曝
　原発の運転に当たって、とりわけ定期点検や修理に際して、原発労働者が被曝する。全国の原発で年間に5万～6万人の労働者が働いているが、その内、電力会社の社員は一割に満たない。原子炉や部品メーカーの社員を除けば、社員外の労働者の大多数は下請け・孫請けの労働者である。とりわけ、数分間しか仕事ができないほど強い放射線を浴びる危険な場所での労働には、下請け労働者が当たらせられる。1994年度のデータでは、被曝全体量の96パーセントまでが社員外の被曝である。（注38） これらの労働者は、「人間雑巾」にひとしい条件下で原子炉建屋内に入り、被曝限度超過のアラームが鳴るまでの短い時間、手作業に当たる。（注39） 超近代的な原発が、このような前近代的な下請け構造と作業方法で支えられ、下請け末端労働者を被曝の犠牲にしているのである。
　1994年に、福島第一原発二号機の円筒形シュラウド上部に、ほぼ全周にわたるひび割れが発見された。シュラウドというのは、沸騰型軽水炉の炉心などの構造体を支えるステンレス製、高さ約7メートル、直径約4.5メートルの円筒である。その後同型のシュラウドに同様のひび割れが発生している恐れが出たため、全国の同型炉のシュラウドを交換することになった。このためには、原子炉の核燃料を取り出し、破損したシュラウドを取り外したあと、作業員が炉内に入って新しいシュラウドのためのジェットポンプの設置、固定金具の取り付けなどを行わなければならない。炉心周辺は、激しい中性子の照射を受けて放射化しており、どんな防護服を着ていても被曝を軽減することはできない。原子炉の中はもともと人間が立ち入れる場所ではなく、世界中の原子炉でもそこに人間が入って作業をしたことはないという。短時間で一年間の職業人被曝線量限度に達してしまうため、圧力容器のフタを開けた原子炉の上に列を作った労働者が、次々と10メートル以上もある原子炉の底まで降りていって作業をし、アラームが鳴ったら脱出するのだという。 東京電力は、1997年5月から約一年かけて行われる福島第一原発三号炉の定期域点検の中で、2000人の労働者を投入してシュラウド交換を行った。このうち1000人が、直接炉心部に入って作業をする。（注40） 1998年1月6日に私も参加した申し入れ行動の際の東電側の説明によれば、最も被曝の危険の大きいジェットポンプの取り付け作業は、米国のジェネラル・エレクトリック社が150名の労働者を連れてきて実施している。
　藤田祐幸氏が指摘しているとおり、炉心を支える構造体にヒビが入ったということは、運転開始から20年で原子炉の寿命が尽きたということだ。その延命のために人命を危険にさらすことは許されない。本来、このような場所で進んで働こうとする労働者は存在しないはずだが、これまでにも、日本特有の重層下請け構造のもとで、下請け最末端で一日ごとに使い捨てにされ、仕事を探さなければならない日雇い労働者が、被曝覚悟で原発労働にたずさわることを余儀なくされてきた。とりわけ、先行きの見通しの立たない不況の中にあって、寄せ場労働者の失業状態は深刻の度を増している。事実を知らされないまま短期間・高収入の甘言に騙されて、日雇い労働者の命が食い物にされるのは目に見えている。この人々は身寄りも少なく、たとえ被曝が原因で健康や命を損ねたとしても、保障を要求する力も弱く、保障の金額も少なくて済むと計算して、ロボットを開発する手間と金をかけるよりは、人力を使って危険な作業を安上がりに強行しようとする資本の肚が見え透いているやり方である。
　日雇全協（全国日雇労働組合協議会）は1997年夏から、「福島原発に行くな」のキャンペーンをはっている。私自身、横浜の寄せ場に宣教の拠点を置いている者として、この計画の罪悪性を告発せざるを得ない。とりわけ、私がこの10年間救援に取り組んできた移住（外国人）労働者が、在留資格が認められていないために不況のしわ寄せを最も強く受けている弱みを利用され、危険を知らされないまま、末端下請け企業に雇用されてこの作業に送り込まれる危険が少なくない。この人たちは、仮に健康を損ねても、用がすんだら入管（法務省入国管理局）の協力を得て国外に追い出してしまえば厄介払いができ、責任を追及する力を奪われた立場に置かれているからである。すでに長野オリンピックでも、移住（外国人）労働者を使っておきながら、工事が終わったとたんに「摘発」をかけて国外に追い出した実績を持っている。小さい者、弱い者を踏みにじって成り立つ浪費経済と、その先端に立つ原発の罪悪性をこれほど露骨に示すものはないであろう。
　以上に概述した核兵器・核エネルギーの問題は、現代文明が「核文明」として到達した罪悪性と終末的様相を露わにしていることを証示するものである。伝統的なキリスト教神学では、こういう問題は「社会問題」という、ポリバケツのようなカテゴリーに入れて片づけられる。また、“核問題”のように“専門家”の間で意見が分かれるような問題については、“神学”は立ち入るべきではない……というもっともらしい中立論で身をかわすことが支配的である。しかし、事柄が世界の存亡に関わる文明総体のありようの問題であり、“専門家”とされてきた人たちのやり方に人間性・良心性が欠けているという現実を目の前にして、そのような逃避は不誠実以外の何ものでもない。キリスト教的な表現を取るなら、「原発は……科学技術の偶像化」（注41）であり、核文明は“科学技術”という“全能”の偶像が約束する浪費文化に栄光を帰するバール礼拝にほかならない。その本質は、巨大なものが小さい者を踏みにじり、食いつぶしながらみずからを肥大化させていくダイナミクスそのものにある。神学もまた、こういう核文明のダイナミクスに巻き込まれ、その一部として存在してしまっている。このことへの認識と悔い改めに立って、これを批判的に克服する思想と実践をどう構築するかが、神学にとって、みずからの拠って立つ信仰への誠実の問題として問われているのである。
４　「悔い改め」の結実としての「反核」
　キリストによる「罪」からの解放に福音の核心があるとすれば、「罪の文明＝核文明」からの解放の鍵もまた、そこに見いだされるはずである。実際、新約聖書はキリストによる「救済」を単に個々人だけでなく「世界」とその歴史に関わるものとして語っている。
　マルコにおけるイエスの福音宣言は、
　「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（マルコによる福音書1章5節）
であった。ここに言う「神の国」とは、「これまでの歴史が終わりに達し……絶対的に『向こう側から』、つまり神の側から」近づきつつある「まったく新しい異質の未来」としての「神の支配」である（注42）。そのような世界の歴史の終局と神の歴史支配とに直面して、生の根本的方向転換としての「悔い改め」を呼びかけているのである。
　ヨハネ福音書がイエスの到来の意味について、
　「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。……神が御子を世に遣わされ　たのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。」
　                                           （ヨハネによる福音書3章16～17節）
と語る場合、そこではあくまでも「世」〈コスモス〉が問題とされており、神が愛し、救おうとしているのは「世界」であることを強調している。
　また、パウロがローマの信徒への手紙5章12～21節で、アダムに代表される人間とキリストに代表される人間とを対比させながら、罪と恵みとの普遍性を論じている場合にも、そこで問題にされているのは人類総体の罪と救済である。パウロは、罪の世界にあっては、
　「被造物は、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。……被造物がすべて今日まで、共　にうめき、共に産みの苦しみを味わっていることを、わたしたちは知っています。」
                                       （ローマの信徒への手紙8章19節、22節）
と言う。「罪の文明」がもたらした地球環境への壊滅的な影響により、被造物もまたその被害にうめいている。パウロはすでに、「パクス・ロマーナ」（ローマの平和）を謳歌していた紀元一世紀のローマ世界において、それを感知していたものと思われる。
　伝統的な神学においては、「罪＝原罪」の問題を、基本的には個々人の内面の事柄としてとらえてきた。“不信仰”であったり、人を憎んだり、怒りを抱いたり、欲望を持ったり、怠惰であったり……という心理的な領域に限定し、歪小化して「罪」をとらえてきた。このような罪が、自分ではどうにもならない“原罪”のせいで、“キリスト”に贖ってもらうほかないのだということになると、人間には自分でできることはほとんどなくなる。このような思考の立て方そのものが観念主義に枠づけられており、加害的社会構造の上の方で、とりあえず食えている「先進国」中産階級の、“何もしたくない”状況に規定された「中産階級的悲観主義」を露呈させたものに過ぎないのである。
　たしかに、罪は人間の内面にも存在する。しかし、人間の「こころ」というのは、文化のマイクロコピーとして「外」を「内」に取り込んだものにほかならない。人間の思考がその人の「母語」で遂行されるということは、母語の取り込みに際して「母文化」をインプットされたということであり、その人の思考や欲望の持ち方そのものが、すでにその母文化によってプログラミングされているということである。「罪」の不可抗性は、母文化の罪悪性が人の志向や性向や感性にプログラム化されていることによる。ここでは、「内と外の相即」ということが実態として成り立っており、個人差の存在を無視してはならないにしても、「外」を度外視して「内」だけを覗き込んで問題を考えることは誤りであり、結果も不毛である。むしろ、「外」に向けて文化の変革に取り組んでいくことを通して、その跳ね返りとして自己が変革されていく。また逆に、自己の内面の問題を真剣に見つめ、それが文化から取り込まれたものであることを自覚し、自己変革を志すことを通して、自分の属する文化の問題性との取り組みへと動機づけられる。変革の取り組みにおいても「内」と「外」とは相即しているのである。
  聖書が、「罪」を文明の退落の問題としてとらえ、そこからの「救済」（解放）を世界と人類全体の問題と考えているのは、文明のあり方を離れて個人の内面はあり得ず、従って文明の本来性の回復なくして個人の内面の解放もあり得ないからである。
　私は第一章と第二章で、侵略・収奪的文化に侵されていない文化世界の存在の可能性を確かめた。それは、本章の表現に即して言えば、非本来生へと退落した「文明Ｂ」に踏みにじられつつ、なお文明の本来性を保持し続けている「文明Ａ」の存在の確認の試みであった。それはまた、われわれが中産階級的悲観主義に逃避することなく、文明のオルターナティヴを探求し、現代文明にブレーキをかけ、方向転換する道を探る試みでもあった。
　では、聖書は、キリストの世界救済がどのように遂行されると考えているのだろうか。その要点をスケッチすれば、次のようになろう。
〔受肉〕  地上における人間「ナザレのイエス」としてのキリストの生と死を通して、神に造られた本来の人間の姿が提示された。「文明Ａ」における人間の本来性が、ナザレのイエスという一人の人間によって、「文明Ｂ」のただ中で体現された。これが、神によって歴史の中で生起させられた「受肉」の奇跡である。
〔啓示〕  人間の本来性は神の姿を現示する。なぜなら人間は神に似せて造られているからである。イエスは、本来の人間性を体現することによって、神がどのような存在であるかを証示する。人間性の極まるところに神の姿が立ち現れるのである。われわれがイエスの中に神を見ることができるのはその故である。
〔贖罪〕  「本来的人間」イエスは、非本来的人間の世界で十字架にかけられ、抹殺される。イエスは、「文明Ｂ」の世界の暴虐によって虐げられ殺戮されてきた最も小さい者たちの苦しみをその身に担い、文明総体とそこでの人間のあり方を告発する。しかし他方、その暴虐を自分の身に引き受けることによって、神の赦しの意志を体現し、悔い改めを呼びかける。
〔復活〕  イエスに体現された人間の本来性は、歴史を越えて歴史の中で生き続ける。具体的には、イエスの生に触発された人々の本来的人間性に目覚めた生によって、イエスの生が反復して歴史的事件となり続ける。しかし他方、イエスの生は、文明Ｂに侵されない文明Ａの存在を見分ける指標となり、文明の再生への可能性を開く。
〔信仰〕  イエスの生と死に触発された者は、自分の中に埋め込まれている本来的人間性が呼び覚まされ、文明Ｂによって作られた「自己（Ｂ）」に逆らって、文明Ａをめざす本来的人間性としての「自己(Ａ）」を生きるようにさせられる。これは、イエスの生に倣おうとする主体的決断であると同時に、「イエスに乗り移られた」と自覚される不可抗的自己変革のプロセスである。
〔共同体〕  本来的人間は共同体的存在であるから、人間性の回復は、文明Ａにおける共同体の形成と切り離せない。イエスは、文明Ｂの被害の極限にあった被差別・最下層の人々の共同体を、各地域で、また諸地域を結んで作ろうとした。現代のイエス運動は、被差別者、マイノリティー、被収奪地域民衆の、解放への共同体作りとして展開される。信仰者の役割は、この共同体作りの運動の結合剤となっていくことにある。
〔希望〕  文明Ｂの極限としての現代は、巨大化した科学技術の暴走を止める手段を失っている。そこには「これを食べると必ず死ぬ」と言われたものを食べてしまった結末を身に負うほかない現実がさし迫っている。しかし、イエスにおいてわれわれは、絶対にこの世界が滅びてほしくないという神の意志表示に出会う。そこでは、「絶対的に『向こう側から』、つまり神の側から」の「まったく新しい異質の未来」の到来が告知される。この神のわざに究極の希望を置くゆえに、絶望と見える現実の中で闘い続ける力が与えられる。
　このスケッチの中で、鍵となるのは第一点として挙げた「人間イエス」の存在である。福音書伝承から、史的な「イエス集団」ないし「ナザレのイエスを中心とする運動」の周辺に遡りうるものを拾っていくと、衝撃的な人間像に出合う。
　例えば、「徴税人や罪人」と呼ばれていた被差別集団の仲間として食事を共にするイエスに対して、その時代の宗教的正統主義者グループから非難が浴びせられたのに対し、イエスはこう答える。
　「わたしがきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである。」
               　　　　　　　　　 （マルコによる福音書2章17節　協会口語訳）
既成の文化・社会が造りあげた「義人―罪人」という差別・疎外の線引きに挑戦して、イエスは被差別者の側に立つ選択を明示する。「食事を共にする」ことは、いっしょに共同体を作ることの象徴的・行動的表示である。差別は、搾取・抑圧のシステムを安定させるために支配者たちが文化を操作して造りあげた文化・社会的装置であるから、イエスの行動は既成の社会・文化の根底を突き崩す態度決定を意味した。彼の運動が支配者たちの目にすこぶる危険と映ったのは当然である。
　このイエスの基本的態度をロゴス化したものが、「失われた羊」のたとえである。Ｑ（マタイ・ルカ共通資料）からさらに遡って原伝承を復元すると、このたとえは
　「ある人が百匹の羊を持っていて、その一匹を失ったならば、九十九匹を荒野に放置して、失った　ものを見つけるまでそのもとへ行かないであろうか」  　　　（私訳）（注43）
となる。失われた「一」を追って羊飼いもいなくなってしまう、「1>99」という数式で表わされるような逆説の世界がここにはある。失われた「一」は、失われることによって全体の価値がそこに凝縮され、その価値が爆発的に突出する。その結果、失われた「一」の価値は失われなかった「九九」よりも大きくなる。それがこのたとえの中での羊飼いの振る舞いの意味であり、それは、ユダヤ社会の被差別・最下層に置かれていた羊飼いの、厳しい現実生活の日常に潜んでいる価値逆転の体験をえぐり出したものである。このたとえの語り手の感性は、羊飼いの生活感覚と共振しており、そこに視座を置いている。だから、このたとえの中の「失われた羊」とは、第一次的な聞き手であった羊飼いたちやその仲間たちである。ここには、最も小さいもの、弱い者、失われた者が最も大切にされる社会のありようが志向されている。それは、強い者、大きい者、権力を持つ者が優先され浪費をリードする、エネルギー浪費社会のあり方と対極をなす価値観である。
　この価値観は、イエス集団内部の人間関係にも当てはめられる。
　「知ってのとおり、諸国民の支配者とみなされている者たちが諸国民に君臨し、また偉い人たちと称される者たちが諸国民に権力をふるっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。むしろ仲間の中で偉くなりたければ奉仕者になれ。仲間の中でいちばん上になりたければ、みんなの奴隷になれ。」  　　　　
　　　　　　　　　　（マルコによる福音書10章42～44節　原伝承復元私訳）（注44）
ここにいう「諸国民の支配者」「偉い人たちと称される者たち」とは、ローマ帝国権力をトップとする、当時の「世界諸国」の支配体制を指している。それに対して、「あなたがた」と呼びかけられているのは、イエス運動の共同体作りの中心である「貧しい人々」である。イエスはここで、世界支配の権力体制と対比させて、貧しい人々の共同体のあり方を指し示している。権力者たちは、上にのし上がって人を支配し、力をふるって奪い浪費するために殺し合う。その迷妄の対極にあって、われわれの仲間ではみんなのために尽くす者がいちばん偉い、自分を低くする者がいちばん上だ……とイエスは言うのである。ここでは、イエスは単なる美徳や、倫理規範・努力目標としてこれを言っているのではない。「しかしあなたがたの間ではそうではない」∧ウーク・フートース・デ・エン・ヒュミーン∨という平叙文の否定形に導かれる命令文は、
　「あんたらの仲間じゃ違うよな？　むしろ、仲間に偉いと思われたかったら、みんなのために尽　くすヤツになろうよ、な？」
という呼びかけである。イエスは、被差別最下層民衆の間に息づいている、仲間によく尽くすヤツがいちばん偉い……という、強者たちの権力争いの世界とは異質のエートスを意識化させ、それに依拠して共同体を作ろうとしているのである。
　従って、そこでの行動の指針も、「最も小さい者」にみんなの関心を集中させようとしている。「最後の審判」という黙示的場面設定により、本当の価値が明らかになる場面を描いたたとえ（マタイによる福音書25章31～46節）の中で、イエスはこう語っている。
　「……すると正しい人たちが王に答える。
　　『主よ、いつわたしたちは、飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、のどが渇いておられ　　るのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ、旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸　　でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ、病気をなさったり、牢におられたりするの　　を見て、お訪ねしたでしょうか。』
  そこで、王は答える。
　　『はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにし　てくれたことなのである。』……」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37～40節）
飢え、渇き、生活の糧を求めて流浪しており、寒さに震え、病を負い、抑圧者によって獄につながれている……。権力社会のしわ寄せを受けた、最も小さい者の一人にしたことが最も価値あること（神に対して行ったこと）なのだ……と、このたとえは語る。それは、より上の、より強い、より大きいものに取り入って、そのおこぼれにありついくことに価値をおく生き方とは逆の方向を指している。権力社会の価値規範を逆転させる思想がここには語られているのである。
　ここに例示した伝承に示されている「イエス」という個人名をつけられた出来事は、文明Ｂに逆らって文明Ａを生きる人間の姿を映している。現在の世界を支配しているのは文明Ｂであるゆえに、その生は闘いと破れの様相を呈せざるを得ない。しかし、そこには、われわれの中に埋もれている本来的人間性を呼び覚まさずにはおかない命が満ちている。イエスの生が歴史の中で次々と連鎖反応を広げ、とりわけ現代という終末に直面した時代に、その命が光となって輝き出ているのはその故である。
　核文明が、ウラン燃料の採掘・精錬から原発の運転を経て、使用済み燃料・廃棄物処理に至る核エネルギー・サイクルのすべての部分において、先住民族の命を奪い、あるいは僻地の人々の生活を脅かし、下層労働者を犠牲にして成り立っているのを見るとき、イエスの生きざまとその使信は、核エネルギー・サイクルの回転によって踏みにじられる人々の苦しみの場を、現代のイエスの生きて苦しみを負う場のひとつとして指し示す。イエスを信じる者にとって、悔い改めと信仰とは、そのような場に自分の体を持っていって、そこを新しい生の場とすることを措いてほかにないはずである。
　私自身は、反核運動を自分の直接の活動領域とはしていない。今できていることは「核燃サイクル阻止一万人訴訟原告団」の一人に名を連ねて支援を送ることだけである。私は、この10年余り、日雇い労働者の寄せ場「寿」（横浜）に拠点を置いて、移住（外国人）労働者の支援を主要活動領域としてきた。この領域は、1980年代以降急速に進んできた移住労働者の渡来によって新しく起こった問題領域である。それは、400年余にわたる「先進」収奪地域による植民地化によって生活を破壊された被収奪地域からのツケが、奪って富み栄え、近代化という浪費形態を生み出してきた地域に突きつけられているものである。私はこの領域を、現代文明の問題のもうひとつの形での露頭としてとらえてきた。だから、反核運動とは、同じ象の別の足に噛みついた蟻同士のように、根っこでつながる運動であると考えてきたのである。そのことが、実際的にも証明されたのが福島第一原発のシュラウド交換工事である。ここには、寄せ場労働者・「外国人」労働者の命を食いつぶしてエネルギー浪費の延命をはかろうとする現代文明の醜悪な姿が露呈している。二つの運動が接点を持てる場面が現出していると言えよう。
　同じことが、反差別・人権運動や環境運動の諸領域でも言えるであろう。人権侵害も環境破壊も、奪う者たちの浪費という共通の現代文明病から起こっている。その点では、反核運動と課題を共有しているのである。キリスト者にとっては、これらの運動領域のいずれかに身を置き、最も小さい者の命と権利を守る闘いの中にイエスの生を再現し、文明のオルターナティブと、そこでの人間の新しいライフスタイルを創造することが、現代に信仰を生きるということなのだと思われるのである。
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